
■ 特定親族特別控除の判定フロー 

（19歳以上 23歳未満の親族を有する場合の控除） 

 

所得者と生計を一にする親族※１に該当するか 

 

 

19歳以上 23歳未満（平成 15年１月２日～19年１月１日までの間に出生） 

 

 

親族の合計所得金額 

58万円以下 58万円超 123万円以下 123万円超 

 

 

扶養控除 
（特定扶養親族） 

63万円 

特定親族特別控除※２ 適用なし 

 

※１ 「親族」とは、次に掲げる人をいいます。 

   (1) 配偶者以外の親族（６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。） 

   (2) 都道府県知事から養育を委託された児童（いわゆる里子） 

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている人または白色申告者の事業専従者を除きます。 

※２ 特定親族特別控除額は次のとおりです。 

特定親族の合計所得金額（収入が給与だけの場合の収入金額） 特定親族特別控除額 

58万円超  85万円以下 （123万円超 150万円以下） 63万円 

85万円超  90万円以下 （150万円超 155万円以下） 61万円 

    90万円超  95万円以下 （155万円超 160万円以下） 51万円 

    95万円超 100万円以下 （160万円超 165万円以下） 41万円 

   100万円超 105万円以下  （165万円超 170万円以下） 31万円 

   105万円超 110万円以下 （170万円超 175万円以下） 21万円 

   110万円超 115万円以下 （175万円超 180万円以下） 11万円 

   115万円超 120万円以下 （180万円超 185万円以下） ６万円 

   120万円超 123万円以下 （185万円超 188万円以下） ３万円 
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